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１【提出理由】

当社は、2026年６月10日開催の取締役会において、2027年１月１日を効力発生日（予定）とし、当社のオニツカタイ

ガーブランドに係る事業（以下、「オニツカタイガー事業」）を吸収分割により当社の100％子会社である株式会社OT 

GROUP（以下、「OT GROUP」）へ承継させること（以下、「本会社分割」）を決議いたしましたので、金融商品取引法

第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第７号の規定に基づき、本臨時報告書を提出す

るものであります。

商号 株式会社OT GROUP

本店の所在地 東京都港区北青山二丁目14番４号

代表者の氏名 代表取締役社長ＣＥＯ　庄田 良二

資本金の額 376,000,000円

純資産の額 748,067,809円

総資産の額 748,392,549円

事業の内容 ライフスタイル商品の製造及び販売等

２【報告内容】

１．当該吸収分割の相手会社に関する事項

(1）商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

(2）最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

2026年２月25日に設立した会社であり、終了した事業年度は存在しません。

(3）大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

株式会社アシックス（提出会社）　　　100％

(4）提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

相手会社は、当社の100％出資の連結子会社であり、当社より取締役を派遣しております。なお、当社との取引関

係はありません。

２．当該吸収分割の目的

近年、オニツカタイガー事業は、展開地域の拡大やブランド認知の向上等により、グローバルにおける成長が加速

しております。また、社内カンパニー体制のもと、直営店展開を中心とするビジネスの推進や、「ラグジュアリーラ

イフスタイルブランド」としての地位確立に取り組んでまいりました。

今般の再編により、オニツカタイガー事業をより独立性の高い事業運営体制へ移行させることで、意思決定の迅速

化を図り、ブランド特性に応じた競争力の創出を実現していきます。また、アシックスグループ全体においても、適

切なガバナンス体制の構築に加え、事業ごとの経営状況の可視化や経営責任の明確化を図ります。

これらにより、オニツカタイガーのさらなるブランド価値向上と持続的な事業成長、ならびにアシックスグループ

全体の企業価値の向上を目指してまいります。

３．当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容、その他の吸収分割契約の内容

(1）当該吸収分割の方法

当社を分割会社とし、当社の100％子会社であるOT GROUPを承継会社とする吸収分割です。

(2）当該吸収分割に係る割当ての内容

OT GROUPは、本会社分割に際し普通株式400株を新たに発行し、そのすべてを当社に割当て交付します。

(3）その他の吸収分割契約の内容

①本会社分割の日程

取締役会決議日　　　　　　　　　　2026年６月10日

吸収分割契約締結日　　　　　　　　2026年10月１日（予定）

効力発生日　　　　　　　　　　　　2027年１月１日（予定）

（注）本会社分割は、当社においては会社法第784条第２項に定める簡易吸収分割に該当するため、株主総会の承

認を経ずに行う予定です。
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②本会社分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

当社の発行する新株予約権の取扱いについて、本会社分割による変更はありません。また、当社は、新株予約権付

社債は発行しておりません。

③本会社分割により増減する資本金

本会社分割による当社の資本金の増減はありません。

④承継会社が承継する権利義務

OT GROUPは、当社のオニツカタイガー事業に関する資産、負債、契約その他の権利義務を、吸収分割契約書に定め

る範囲において承継いたします。

⑤債務履行の見込み

本吸収分割において、OT GROUPが負担すべき債務については、履行の見込みに問題はないものと判断しておりま

す。

４．吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

該当事項はありません。

５．当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の

額、総資産の額及び事業の内容

商号　　　　　　　　株式会社OT GROUP

本店の所在地　　　　東京都港区北青山二丁目14番４号

代表者の氏名　　　　代表取締役社長ＣＥＯ　庄田 良二

資本金の額　　　　　376百万円

純資産の額　　　　　現時点では確定していません。

総資産の額　　　　　現時点では確定していません。

事業の内容　　　　　ライフスタイル商品の製造及び販売等

以　上
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